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登録車 軽自動車 対象車 

非課税 非課税 
電気自動車等 

Ｈ32 燃費基準＋10％達成 

1.0% 1.0% Ｈ32 燃費基準達成 

2.0% 2.0% H27 年燃費基準＋10%達成 

3.0% 2.0% 上記以外の車 
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2016年９月５日 

第 13８３号 

９
月
議
会
が
先
月
３１
日
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。
市
か
ら
提
案
さ
れ

て
い
る
議
案
の
中
か
ら
、「
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
に

つ
い
て
、
そ
の
内
容
の
一
部
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。 

上
げ
て
地
方
交
付
税
の
原
資
化
を
拡
大

す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
、
消
費
税
を
地

方
財
政
の
主
要
な
財
源
に
す
る
狙
い
と

一
体
の
も
の
で
す
。 

法
人
住
民
税
を 

地
方
交
付
税
の
原
資
に 

安
倍
政
権
は
参
院
選
直
前
６
月
に
消
費

税
１０
％
引
き
上
げ
の
２
年
半
引
き
延
ば

し
を
表
明
し
ま
し
た
。
今
後
、
こ
れ
に
合

わ
せ
て
、
関
連
法
案
が
改
正
さ
れ
る
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
今
回
の
条
例
改
正
は
、
消

費
税
１０
％
へ
の
増
税
を
前
提
に
し
た
地

方
税
法
改
正
案
が
国
会
で
３
月
２９
日
に

す
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
受
け
て
、

来
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
と
し
て
提

案
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。 

国
会
に
お
い
て
、
日
本
共
産
党
は
、
今

回
の
改
正
が
消
費
税
１０
％
へ
の
増
税
を

前
提
に
、
昨
年
・
一
昨
年
に
引
き
続
き
、

外
形
標
準
課
税
の
さ
ら
な
る
拡
大
や
法
人

住
民
税
法
人
税
割
の
税
率
引
き
下
げ
を
行

う
な
ど
、
黒
字
大
企
業
を
い
っ
そ
う
優
遇

す
る
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
反
対

し
ま
し
た
。 

大
企
業
の
減
税
分
を
赤
字
企
業
や
中

堅
・
中
小
企
業
の
負
担
増
と
住
民
の
消
費

税
増
税
で
賄
う
、
文
字
通
り
大
企
業
の
た

め
だ
け
の
法
人
税
改
革
と
セ
ッ
ト
の
地
方

税
法
改
正
で
す
。 

  

消
費
税
８
％
の
引
き
上
げ
時
に
、《
地
域

間
の
税
源
の
偏
在
性
を
是
正
し
、
財
政
力

格
差
の
縮
小
を
図
る
た
め
》
な
ど
と
し
て
、

法
人
住
民
税
（
地
方
税
）
の
一
部
を
国
税

と
し
て
地
方
交
付
税
の
原
資
と
す
る
し
く

み
を
創
設
。
消
費
税
１０
％
へ
の
引
き
上
げ

時
も
同
様
の
地
域
間
格
差
が
生
じ
る
と
し

て
、
法
人
市
民
税
を
９
．
７
％
か
ら
６
％

に
引
き
下
げ
、
そ
の
引
き
下
げ
分
に
つ
い

て
、
国
税
を
（
４
．
４
％
→
１
０
．
３
％
）

引
き 

 

２
０
１
７
年
４
月
の
消
費
税
１０
％
へ

の
引
き
上
げ
時
に
、
自
動
車
取
得
税
が
廃

止
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
自
動
車
取
得
税
が
持
っ
て
い
た
、
い
わ

ゆ
る
エ
コ
カ
ー
減
税
な
ど
の
グ
リ
ー
ン

化
機
能
が
失
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
代

替
と
し
て
自
動
車
税
・
軽
自
動
車
税
に

「
環
境
性
能
割
」
が
創
設
さ
れ
ま
す
。 

自
動
車
取
得
税
は
都
道
府
県
税
だ
っ

た
こ
と
か
ら
、
軽
自
動
車
の
環
境
性
能
割

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
都
道
府
県
が

賦
課
徴
収
等
を
お
こ
な
い
ま
す
。 

トラック・バスなどの営業用自動車は、別途、対象車と税

率が規定され、当分の間、２％が上限となります。 

 

法人市民税の法人税割を引き下げ 


